
第１号議案

令和７年度静岡県一般会計予算

令和７年度静岡県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,372,300,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という｡)第214条の規定により、債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（県 債）

第３条 法第230条第１項の規定により、起こすことができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は「第３表 県債」による。

（一時借入金）

第４条 法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000,000千円とする。

（歳出予算の流用）

第５条 法第220条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用

(2) 第15款諸支出金各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用



第１表

（単位：千円）

１ 県税 536,000,000

１ 県民税 153,783,000

２ 事業税 159,284,000

３ 地方消費税 110,686,000

４ 不動産取得税 11,371,000

５ 県たばこ税 4,079,000

６ ゴルフ場利用税 2,386,000

７ 軽油引取税 36,528,000

８ 自動車税 56,607,000

９ 鉱区税 3,000

１０ 核燃料税 1,240,000

１１ 狩猟税 33,000

２ 地方消費税清算金 207,950,000

１ 地方消費税清算金 207,950,000

３ 地方譲与税 76,800,000

１ 特別法人事業譲与税 73,950,000

２ 地方揮発油譲与税 1,958,000

３ 石油ガス譲与税 62,000

４ 自動車重量譲与税 595,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額



５ 森林環境譲与税 209,000

６ 航空機燃料譲与税 26,000

４ 地方特例交付金 2,067,000

１ 地方特例交付金 2,067,000

５ 地方交付税 185,700,000

１ 地方交付税 185,700,000

６ 交通安全対策特別交付金 900,000

１ 交通安全対策特別交付金 900,000

７ 分担金及び負担金 4,913,213

１ 負担金 4,913,213

８ 使用料及び手数料 14,916,923

１ 使用料 9,395,122

２ 手数料 1,182,801

３ 証紙収入 4,339,000

９ 国庫支出金 126,832,855

１ 国庫負担金 46,271,079

２ 国庫補助金 74,446,430

３ 委託金 6,115,346

１０ 財産収入 3,197,865

１ 財産運用収入 1,086,413

２ 財産売払収入 2,111,452



１１ 寄附金 291,044

１ 寄附金 291,044

１２ 繰入金 77,331,065

１ 特別会計繰入金 414,942

２ 基金繰入金 76,916,123

１３ 繰越金 3,000,000

１ 繰越金 3,000,000

１４ 諸収入 35,122,035

１ 延滞金、加算金及び過料等 526,538

２ 預金利子 227,400

３ 貸付金元利収入 149,335

４ 受託事業収入 838,930

５ 収益事業収入 5,572,112

６ 利子割精算金収入 1,000

７ 雑入 27,806,720

１５ 県債 97,278,000

１ 県債 97,278,000

1,372,300,000歳　　入　　合　　計



１ 議会費 2,044,185

１ 議会費 2,044,185

２ 企画費 7,070,931

１ 企画費 7,070,931

３ 総務費 12,068,705

１ 総務費 8,144,316

２ 地域振興費 1,738,072

３ 選挙費 1,650,711

４ 人事委員会費 247,910

５ 監査委員費 287,696

４ 財務費 24,582,889

１ 財務費 12,977,235

２ 徴税費 9,223,957

３ 出納費 2,381,697

５ 危機管理費 9,977,930

１ 危機管理費 9,977,930

６ くらし・環境費 8,329,149

１ くらし・環境費 3,218,958

２ 県民生活費 599,529

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額



３ 建築住宅費 1,549,790

４ 環境費 2,960,872

７ スポーツ・文化観光費 13,903,884

１ スポーツ・文化観光費 1,846,695

２ スポーツ費 1,170,213

３ 文化費 5,435,092

４ 観光交流費 2,318,999

５ 空港振興費 3,132,885

８ 健康福祉費 275,318,561

１ 健康福祉費 10,973,202

２ 福祉長寿費 61,986,290

３ こども若者費 52,285,603

４ 障害者支援費 28,126,047

５ 医療費 42,481,792

６ 健康費 78,821,031

７ 生活衛生費 644,596

９ 経済産業費 88,213,223

１ 経済産業費 14,241,420

２ 産業革新費 7,154,289

３ 就業支援費 1,957,794

４ 商工業費 20,104,083

５ 農業費 15,657,962

６ 農地費 17,370,134



７ 森林・林業費 8,788,089

８ 水産・海洋費 2,842,995

９ 労働委員会費 96,457

１０ 交通基盤費 115,979,526

１ 交通基盤管理費 7,517,306

２ 建設経済費 108,182

３ 道路費 38,311,470

４ 河川砂防費 38,848,002

５ 港湾費 12,070,046

６ 都市費 19,124,520

１１ 警察費 85,946,911

１ 警察管理費 82,225,436

２ 警察活動費 3,721,475

１２ 教育費 260,815,635

１ 総合教育費 6,892

２ 教育委員会費 36,148,201

３ 小学校費 60,566,440

４ 中学校費 37,783,485

５ 高等学校費 54,445,464

６ 大学費 7,961,012

７ 特別支援学校費 29,947,963

８ 学校教育費 3,008,543

９ 社会教育費 1,509,903



１０ 私学振興費 29,437,732

１３ 災害対策費 13,601,471

１ 観光施設災害復旧費 30,000

２ 空港施設災害復旧費 100,000

３ 社会福祉施設災害復旧費 200,000

４ 農林水産施設災害復旧費 2,701,000

５ 土木施設災害復旧費 9,949,000

６ 教育施設災害復旧費 430,000

７ 災害対策諸費 191,471

１４ 公債費 190,046,000

１ 公債費 190,046,000

１５ 諸支出金 263,401,000

１ 公営企業費 162,000

２ 地方消費税清算金 108,940,000

３ 所得割交付金 324,000

４ 利子割交付金 315,000

５ 配当割交付金 5,865,000

６ 株式等譲渡所得割交付金 9,660,000

７ 法人事業税交付金 11,059,000

８ 地方消費税交付金 105,642,000

９ ゴルフ場利用税交付金 1,688,000

１０ 軽油引取税交付金 12,470,000

１１ 自動車税環境性能割交付金 2,873,000



１２ 利子割精算金 1,000

１３ 旧法による自動車取得税交 2,000

付金

１４ 県税還付金 4,400,000

１６ 予備費 1,000,000

１ 予備費 1,000,000

1,372,300,000歳　　出　　合　　計



 第　２　表

1 　県職員デジタルリテラシー向 令和 7 年度から 84,000 千円

上業務委託契約 令和 9 年度まで 委託予定額 122,000 千円

令和7年度計上予算額 38,000 千円

2 　施設予約システム運用業務委 令和 7 年度から 34,000 千円

託契約 令和 12 年度まで 委託予定額 34,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

3 　情報処理基盤運用保守業務委 令和 7 年度から 418,000 千円

託契約 令和 9 年度まで 委託予定額 478,000 千円

令和7年度計上予算額 60,000 千円

4 　総合庁舎ネットワーク設備改 令和 7 年度から 155,000 千円

修工事（第４期）契約 令和 8 年度まで 工事予定額 155,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

5 　地方債証券の共同発行によっ 令和 7 年度から

て生ずる連帯債務 令和 17 年度まで

6 　地方債証券の共同発行によっ 令和 7 年度から

て生ずる連帯債務（グリーンボ 令和 17 年度まで

ンド）

7 　静岡県庁東館屋上冷却塔他更 令和 7 年度から 28,000 千円

新工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 164,862 千円

令和7年度計上予算額 136,862 千円

8 　中遠総合庁舎外部建具修繕他 令和 7 年度から 82,000 千円

工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 135,809 千円

令和7年度計上予算額 53,809 千円

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　　　度　　　　　額

元金1,058,000,000千円に利子を加えた額

元金129,000,000千円に利子を加えた額

( )

( )

( )

( )

( )

( )



9 　県税外注印刷業務委託契約 令和 7 年度から 279,000 千円

令和 12 年度まで 委託予定額 288,852 千円

令和7年度計上予算額 9,852 千円

10 　財務会計システム運用等業務 令和 7 年度から 214,000 千円

委託契約 令和 9 年度まで 委託予定額 243,000 千円

令和7年度計上予算額 29,000 千円

11 　財務会計システム機器等メン 令和 7 年度から 17,900 千円

テナンスリース契約 令和 9 年度まで 賃貸借予定額 21,900 千円

令和7年度計上予算額 4,000 千円

12 　静岡県第５次地震被害想定調 令和 7 年度から 93,400 千円

査業務委託契約 令和 8 年度まで 委託予定額 213,400 千円

令和7年度計上予算額 120,000 千円

13 　静岡県住生活基本計画策定業 令和 7 年度から 9,100 千円

務委託契約 令和 8 年度まで 委託予定額 9,100 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

14 　省エネ住宅新築等事業費補助 令和 7 年度から 18,240 千円

金の決定 令和 8 年度まで 補助金交付予定額 36,480 千円

令和7年度計上予算額 18,240 千円

15 　防災・減災強化資金（耐震補 令和 7 年度から 45,083 千円

強ＴＯＵＫＡＩ－０型）の利子 令和 22 年度まで

補給

16 　新文化施設運営準備業務委託 令和 7 年度から 24,000 千円

契約 令和 8 年度まで 委託予定額 50,000 千円

令和7年度計上予算額 26,000 千円

17 　富士山富士宮口五合目来訪者 令和 7 年度から 26,000 千円

施設（仮称）整備事業設計業務 令和 8 年度まで 委託予定額 55,400 千円

コンストラクション・マネジメ 令和7年度計上予算額 29,400 千円

ント業務委託契約

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



18 　空港用特殊車両取得契約 令和 7 年度から 1,080,000 千円

令和 9 年度まで 取得予定額 1,080,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

19 　総合社会福祉会館中央監視装 令和 7 年度から 112,000 千円

置更新工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 112,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

20 　障害者働く幸せ創出センター 令和 7 年度から 119,000 千円

運営業務委託契約 令和 11 年度まで 委託予定額 146,836 千円

令和7年度計上予算額 27,836 千円

21 　陽子線治療費に対する利子補 令和 7 年度から 750 千円

給 令和 12 年度まで

22 　静岡県動物愛護センターの管 令和 7 年度から 226,540 千円

理運営に係る協定 令和 11 年度まで 管理運営予定額 248,302 千円

令和7年度計上予算額 21,762 千円

23 　市道大淵城山11号線道路拡幅 令和 7 年度から 11,000 千円

工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 58,000 千円

令和7年度計上予算額 47,000 千円

24 　離職者等再就職支援事業委託 令和 7 年度から 221,000 千円

契約 令和 10 年度まで 委託予定額 339,000 千円

令和7年度計上予算額 118,000 千円

25 　障害者再就職支援事業委託契 令和 7 年度から 2,200 千円

約 令和 8 年度まで 委託予定額 16,670 千円

令和7年度計上予算額 14,470 千円

26 　工科短期大学校沼津キャンパ 令和 7 年度から 19,000 千円

ス実習棟２自家発電設備自動始 令和 8 年度まで 工事予定額 19,000 千円

動発電機盤修繕他工事契約 令和7年度計上予算額 0 千円

27 　工業技術研究所浜松工業技術 令和 7 年度から 434,000 千円

支援センター管理研究棟中央監 令和 8 年度まで 工事予定額 434,000 千円

視装置更新工事契約 令和7年度計上予算額 0 千円

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



28 　静岡県信用保証協会に対する 令和 7 年度から 550,000 千円

損失補償 令和 23 年度まで

29 　静岡県中小企業向制度融資に 令和 7 年度から 1,368,000 千円

係る利子補給 令和 22 年度まで

30 　農林技術研究所茶業研究セン 令和 7 年度から 103,000 千円

ター寄宿舎解体他工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 103,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

31 　地方卸売市場近代化資金の利 令和 7 年度から 1,200 千円

子補給 令和 13 年度まで

32 　公益社団法人静岡県農業振興 令和 7 年度から 167,000 千円

公社が行う農地売買等事業の資 令和 13 年度まで

金の損失補償

33 　公益社団法人静岡県農業振興 令和 7 年度から 156,000 千円

公社が行う農地中間管理事業の 令和 18 年度まで

条件整備資金の損失補償

34 　農業振興資金の利子補給 令和 7 年度から 223,616 千円

令和 28 年度まで

35 　家畜疾病緊急対策資金に係る 令和 7 年度から 15,930 千円

利子補給 令和 15 年度まで

36 　静岡県食肉センター再編整備 令和 7 年度から 1,793,000 千円

事業汚水処理施設工事等契約 令和 10 年度まで 工事予定額 1,812,000 千円

令和7年度計上予算額 19,000 千円

( )

( )



37 　農業農村整備事業等委託契約 令和 7 年度から 108,000 千円

（県営基幹農業用水利施設機能 令和 8 年度まで 委託予定額 135,000 千円

保全向上対策事業三方原南部幹 令和7年度計上予算額 27,000 千円

線掛下流２期地区ほか２件）

38 　農業農村整備事業等工事契約 令和 7 年度から 10,424,000 千円

（県営基幹農業用水利施設機能 令和 9 年度まで 工事予定額 13,933,000 千円

保全向上対策事業松毛川排水機 令和7年度計上予算額 3,509,000 千円

場保全３期地区ほか64件）

39 　水産業振興資金の利子補給 令和 7 年度から 452,000 千円

令和 28 年度まで

40 　県単独道路施設小規模修繕等 令和 7 年度から 420,000 千円

業務委託契約 令和 8 年度まで 委託予定額 1,750,000 千円

令和7年度計上予算額 1,330,000 千円

41 　道路事業設計業務委託契約 令和 7 年度から 55,800 千円

（主要地方道三島停車場線ほか 令和 8 年度まで 委託予定額 95,000 千円

１件） 令和7年度計上予算額 39,200 千円

42 　道路事業橋梁点検業務委託契 令和 7 年度から 180,000 千円

約（橋梁点検ほか２件） 令和 8 年度まで 委託予定額 290,000 千円

令和7年度計上予算額 110,000 千円

43 　道路事業工事契約（一般国道 令和 7 年度から 13,355,000 千円

135号ほか101件） 令和 9 年度まで 工事予定額 21,865,000 千円

令和7年度計上予算額 8,510,000 千円

44 　県単独交通安全施設修繕業務 令和 7 年度から 45,000 千円

委託契約 令和 8 年度まで 委託予定額 180,000 千円

令和7年度計上予算額 135,000 千円

45 　県単独道路事業工事契約（主 令和 7 年度から 60,000 千円

要地方道掛川浜岡線） 令和 8 年度まで 工事予定額 76,000 千円

令和7年度計上予算額 16,000 千円

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



46 　静岡県土地開発公社事業資金 令和 7 年度から

による道路事業県単独事業用地 令和 11 年度まで

譲受契約

47 　静岡県土地開発公社が行う道 令和 7 年度から

路事業県単独事業用地の先買い 令和 11 年度まで

資金の債務保証

48 　奥野ダム管理設備工事契約 令和 7 年度から 76,000 千円

令和 8 年度まで 工事予定額 126,000 千円

令和7年度計上予算額 50,000 千円

49 　河川事業工事契約（久保川ほ 令和 7 年度から 9,460,000 千円

か24件） 令和 10 年度まで 工事予定額 12,880,000 千円

令和7年度計上予算額 3,420,000 千円

50 　河川事業工事委託契約（庵原 令和 7 年度から 350,000 千円

川ほか１件） 令和 8 年度まで 委託予定額 550,000 千円

令和7年度計上予算額 200,000 千円

51 　海岸事業工事契約（沼津牛臥 令和 7 年度から 1,400,000 千円

海岸ほか３件） 令和 8 年度まで 工事予定額 1,600,000 千円

令和7年度計上予算額 200,000 千円

52 　砂防事業工事契約（黒川ほか 令和 7 年度から 820,000 千円

９件） 令和 8 年度まで 工事予定額 1,060,000 千円

令和7年度計上予算額 240,000 千円

53 　港湾施設小規模修繕等業務委 令和 7 年度から 7,500 千円

託契約 令和 8 年度まで 委託予定額 30,000 千円

令和7年度計上予算額 22,500 千円

静岡県土地開発公社が、令和７年度において借り

受ける事業資金60,420千円の範囲内で取得する土

地を、県は、道路事業県単独事業用地として譲り

受けるものとし、投資額に県が定める限度利率以

内の利子を加えた額を、令和11年度までに支払う。

静岡県土地開発公社が、令和７年度において金融

機関等から、道路事業県単独事業用地の先買い資

金の融通を受ける場合、県は、金融機関等に対し

て債務を保証する。

ただし、債務保証の総額は、60,420千円に県が定

める限度利率以内の利子を加えた額を限度とする。

( )

( )

( )

( )

( )

( )



54 　港湾事業工事契約（御前崎港 令和 7 年度から 300,000 千円

海岸） 令和 8 年度まで 工事予定額 450,000 千円

令和7年度計上予算額 150,000 千円

55 　漁港施設小規模修繕等業務委 令和 7 年度から 10,000 千円

託契約 令和 8 年度まで 委託予定額 40,000 千円

令和7年度計上予算額 30,000 千円

56 　漁港事業工事契約 令和 7 年度から 300,000 千円

（焼津漁港） 令和 8 年度まで 工事予定額 480,000 千円

令和7年度計上予算額 180,000 千円

57 　静岡県土地開発公社事業資金 令和 7 年度から

による街路事業国庫補助事業用 令和 11 年度まで

地譲受契約

58 　静岡県土地開発公社が行う街 令和 7 年度から

路事業国庫補助事業用地の先買 令和 11 年度まで

い資金の債務保証

59 　富士山こどもの国こどもセン 令和 7 年度から 60,000 千円

ター真空遮断機全体更新工事契 令和 8 年度まで 工事予定額 60,000 千円

約 令和7年度計上予算額 0 千円

60 　草薙総合運動場陸上競技場監 令和 7 年度から 35,000 千円

視カメラ更新工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 35,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

61 　小笠山総合運動公園エネルギ 令和 7 年度から 8,000 千円

ープラント冷温水ポンプ修繕工 令和 8 年度まで 工事予定額 8,000 千円

事契約 令和7年度計上予算額 0 千円

静岡県土地開発公社が、令和７年度において借り

受ける事業資金1,997,390千円の範囲内で取得す

る土地を、県は、街路事業国庫補助事業用地とし

て譲り受けるものとし、投資額に県が定める限度

利率以内の利子を加えた額を、令和11年度までに

支払う。

静岡県土地開発公社が、令和７年度において金融

機関等から、街路事業国庫補助事業用地の先買い

資金の融通を受ける場合、県は、金融機関等に対

して債務を保証する。

ただし、債務保証の総額は、1,997,390千円に県

が定める限度利率以内の利子を加えた額を限度と

する。

( )

( )

( )

( )

( )

( )



62 　細江警察署非常用発電機浸水 令和 7 年度から 55,000 千円

対策電気設備工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 55,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

63 　警察本部清水分庁舎中央監視 令和 7 年度から 232,000 千円

装置更新工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 232,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

64 　警察本部清水分庁舎受変電設 令和 7 年度から 485,000 千円

備他更新工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 485,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

65 　沼津警察署庁舎空調設備更新 令和 7 年度から 150,000 千円

工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 150,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

66 　下田警察署庁舎建築工事契約 令和 7 年度から 3,301,000 千円

令和 9 年度まで 工事予定額 3,475,000 千円

令和7年度計上予算額 174,000 千円

67 　交番・駐在所建築工事契約 令和 7 年度から 713,000 千円

（下田警察署（仮称）下賀茂交 令和 8 年度まで 工事予定額 713,000 千円

番ほか５件） 令和7年度計上予算額 0 千円

68 　警察職員住宅解体工事契約 令和 7 年度から 366,000 千円

（伊東警察署田代公舎ほか５件） 令和 8 年度まで 工事予定額 366,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

69 　警察用航空機電子部品提供業 令和 7 年度から 98,000 千円

務委託契約 令和 9 年度まで 委託予定額 136,000 千円

令和7年度計上予算額 38,000 千円

70 　静岡県公立学校情報機器整備 令和 7 年度から 528,624 千円

事業費補助金の決定 令和 8 年度まで 補助金交付予定額 528,624 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

71 　特別支援学校仮設校舎賃貸借 令和 7 年度から 22,500 千円

契約（袋井特別支援学校） 令和 12 年度まで 賃貸借予定額 25,700 千円

令和7年度計上予算額 3,200 千円

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



72 　特別支援学校校舎解体工事契 令和 7 年度から 94,000 千円

約（中東遠・浜松地区新特別支 令和 8 年度まで 工事予定額 105,000 千円

援学校） 令和7年度計上予算額 11,000 千円

73 　特別支援学校校舎改修工事契 令和 7 年度から 658,000 千円

約（中東遠・浜松地区新特別支 令和 8 年度まで 工事予定額 732,000 千円

援学校） 令和7年度計上予算額 74,000 千円

74 　特別支援学校校舎建築工事契 令和 7 年度から 3,481,000 千円

約（中東遠・浜松地区新特別支 令和 8 年度まで 工事予定額 3,886,000 千円

援学校） 令和7年度計上予算額 405,000 千円

75 　小型実習船「リサーチ」建造 令和 7 年度から 273,000 千円

事業工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 389,828 千円

令和7年度計上予算額 116,828 千円

76 　高等学校校舎建築工事契約 令和 7 年度から 243,000 千円

（富士宮北高等学校） 令和 8 年度まで 工事予定額 243,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

77 　高等学校校舎解体工事契約 令和 7 年度から 421,000 千円

（清水西高等学校） 令和 8 年度まで 工事予定額 468,000 千円

令和7年度計上予算額 47,000 千円

78 　高等学校校舎建築工事契約 令和 7 年度から 4,147,000 千円

（静岡東高等学校） 令和 9 年度まで 工事予定額 4,147,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

79 　高等学校校舎解体工事契約 令和 7 年度から 181,000 千円

（沼津東高等学校） 令和 8 年度まで 工事予定額 226,000 千円

令和7年度計上予算額 45,000 千円

80 　特別支援学校校舎解体工事契 令和 7 年度から 87,000 千円

約（静岡北特別支援学校） 令和 8 年度まで 工事予定額 289,000 千円

令和7年度計上予算額 202,000 千円

81 　特別支援学校校舎建築工事契 令和 7 年度から 2,855,000 千円

約（静岡北特別支援学校） 令和 9 年度まで 工事予定額 2,855,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )



82 　教職員住宅解体工事契約（掛 令和 7 年度から 316,000 千円

川千羽教職員住宅） 令和 8 年度まで 工事予定額 395,000 千円

令和7年度計上予算額 79,000 千円

83 　高等学校奨学金等債権回収業 令和 7 年度から 4,900 千円

務委託契約 令和 9 年度まで 委託予定額 7,400 千円

令和7年度計上予算額 2,500 千円

84 　高等学校校舎建築工事契約 令和 7 年度から 598,000 千円

（ふじのくに国際高等学校） 令和 8 年度まで 工事予定額 748,100 千円

令和7年度計上予算額 150,100 千円

85 　新県立中央図書館ＩＣタグ貼 令和 7 年度から 166,000 千円

付業務委託契約 令和 9 年度まで 委託予定額 195,000 千円

令和7年度計上予算額 29,000 千円

86 　新県立中央図書館整備事業工 令和 7 年度から 26,031,000 千円

事契約 令和 10 年度まで 工事予定額 26,798,000 千円

令和7年度計上予算額 767,000 千円

87 　農林水産業災害対策資金の利 令和 7 年度から 1,150 千円

子補給 令和 12 年度まで

( )

( )

( )

( )

( )



 第　３　表

起　 債　 の　 目　 的 限 度 額
起 債 の
方　  法

利　率 償　　還　　の　　方　　法

千円

デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 費 1,008,000 普通貸借 10.0％ 政府から借り入れる場合は、その融資

出 先 機 関 庁 舎 等 整 備 費 348,000 又　　は 以　内 条件により、銀行その他から借り入れ

脱 炭 素 推 進 事 業 費 1,215,000 証券発行 る場合は、据置期間を含めて30年以内

地 震 防 災 事 業 費 89,000 （他の地 に元利均等又は元金均等若しくは元金

工業用水道事業会計出資金 143,000 方公共団 不均等の方法をもって年賦又は半年賦

水 道 事 業 会 計 出 資 金 19,000 体との共 若しくは満期一括で償還する。　　　

地 震 対 策 事 業 費 3,125,000 同発行を ただし、県財政の都合により繰上償還

公 有 林 整 備 費 82,000 含む） し、償還期限を短縮し、又は借換えす

ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業 費 55,000 ることができる。　　　　　　　　　

文 化 学 術 施 設 整 備 事 業 費 1,350,000 償還財源は、一般歳入又はその他の収

観 光 施 設 整 備 事 業 費 490,000 入をもって支弁する。

空 港 整 備 事 業 費 1,079,000

社 会 福 祉 会 館 整 備 事 業 費 123,000

老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 費 1,252,000

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 費 164,000

障 害 者 施 設 整 備 事 業 費 84,000

農林技術研究所整備事業費 173,000

農林環境専門職大学整備事業費 34,000

食肉センター再編整備事業費 3,002,000

土 地 改 良 事 業 費 2,208,000

耕 地 災 害 防 止 施 設 費 509,000

林 道 事 業 費 458,000

臨 時 林 道 整 備 事 業 費 106,000

治 山 事 業 費 1,580,000

緊急自然災害防止対策事業費 8,226,000

水産・海洋技術研究所等整備費 54,000

魚介類種苗生産施設整備費 613,000

漁 業 高 等 学 園 整 備 費 4,000

道 路 事 業 費 5,033,000

臨 時 県 道 整 備 事 業 費 12,954,000

河 川 事 業 費 3,035,000

臨 時 河 川 整 備 事 業 費 1,842,000

緊 急 浚 渫 推 進 事 業 費 2,000,000

海 岸 保 全 事 業 費 769,000

自 然 災 害 防 止 事 業 費 500,000

県　　　　　　　　　債

地方独立行政法人静岡県立病院
機 構 事 業 費

6,227,000



砂 防 事 業 費 1,749,000

港 湾 事 業 費 2,097,000

漁 港 整 備 費 651,000

漁 港 海 岸 保 全 費 191,000

地 域 鉄 道 対 策 事 業 費 339,000

都 市 公 園 整 備 費 2,035,000

警 察 施 設 整 備 費 2,700,000

臨 時 高 等 学 校 施 設 整 備 費 9,848,000

特 別 支 援 学 校 施 設 整 備 費 1,887,000

県 有 施 設 改 善 事 業 費 724,000

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 費 345,000

大 学 施 設 整 備 事 業 費 237,000

国 直 轄 土 地 改 良 事 業 費 599,000

国 直 轄 治 山 事 業 費 359,000

国 直 轄 道 路 事 業 費 3,392,000

国 直 轄 河 川 事 業 費 1,194,000

国 直 轄 海 岸 保 全 事 業 費 754,000

国 直 轄 砂 防 事 業 費 1,989,000

国 直 轄 港 湾 事 業 費 1,058,000

現 年 災 害 観 光 施 設 復 旧 費 30,000

過 年 災 害 空 港 施 設 復 旧 費 70,000

現 年 災 害 空 港 施 設 復 旧 費 30,000

現年災害社会福祉施設復旧費 66,000

過年災害農林水産施設復旧費 24,000

現年災害農林水産施設復旧費 423,000

過 年 災 害 土 木 復 旧 費 999,000

現 年 災 害 土 木 復 旧 費 3,109,000

国 直 轄 災 害 復 旧 費 263,000

現 年 災 害 教 育 施 設 復 旧 費 163,000

計 97,278,000



第２号議案

令和７年度静岡県公債管理特別会計予算

令和７年度静岡県の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ597,782,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。



第１表

（単位：千円）

１ 財産収入 2,813,000

１ 財産運用収入 2,813,000

２ 繰入金 367,269,000

１ 一般会計繰入金 189,777,000

２ 基金繰入金 177,492,000

３ 県債 227,700,000

１ 県債 227,700,000

597,782,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 公債費 597,782,000

１ 公債費 597,782,000

597,782,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



第３号議案

令和７年度静岡県自動車税等証紙徴収事務特別会計予算

令和７年度静岡県の自動車税等証紙徴収事務特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,612,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。



第１表

（単位：千円）

１ 証紙収入 3,612,000

１ 証紙収入 3,612,000

3,612,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 繰出金 3,612,000

１ 一般会計繰出金 3,612,000

3,612,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



第４号議案

令和７年度静岡県県営住宅事業特別会計予算

令和７年度静岡県の県営住宅事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,751,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という｡)第214条の規定により、債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（県 債）

第３条 法第230条第１項の規定により、起こすことができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、「第３表 県債」による。



第１表

（単位：千円）

１ 使用料及び手数料 3,631,546

１ 使用料 3,631,546

２ 国庫支出金 6,921,289

１ 国庫補助金 6,921,289

３ 財産収入 18,764

１ 財産運用収入 18,764

４ 繰入金 3,530,080

１ 一般会計繰入金 831,997

２ 基金繰入金 2,698,083

５ 繰越金 1,000

１ 繰越金 1,000

６ 諸収入 57,321

１ 雑入 57,321

７ 県債 10,591,000

１ 県債 10,591,000

24,751,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 県営住宅事業費 17,278,664

１ 県営住宅管理費 3,143,570

２ 県営住宅整備費 14,070,291

３ 積立金 64,803

２ 災害対策費 30,000

１ 県営住宅復旧費 30,000

３ 公債費 7,372,336

１ 公債費 7,372,336

４ 予備費 70,000

１ 予備費 70,000

24,751,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



 第　２　表

1 　県営住宅総合再生整備事業設 令和 7 年度から 269,000 千円

計業務委託契約（伊東団地ほか 令和 8 年度まで 委託予定額 379,000 千円

６件） 令和7年度計上予算額 110,000 千円

2 　県営住宅総合再生整備事業工 令和 7 年度から 3,007,000 千円

事契約（七尾団地ほか10件） 令和 8 年度まで 工事予定額 4,836,000 千円

令和7年度計上予算額 1,829,000 千円

3 　県営住宅総合再生整備事業工 令和 7 年度から 2,655,000 千円

事契約（駒越団地ほか１件） 令和 9 年度まで 工事予定額 2,722,000 千円

令和7年度計上予算額 67,000 千円

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　　　度　　　　　額

( )

( )

( )



 第　３　表

起　 債　 の　 目　 的 限 度 額
起 債 の
方　  法

利　率 償　　還　　の　　方　　法

千円

公 営 住 宅 建 設 費 6,839,000 普通貸借 10.0％ 政府から借り入れる場合は、その融資

又　　は 以　内 条件により、銀行その他から借り入れ

証券発行 る場合は、据置期間を含めて30年以内

に元利均等又は元金均等若しくは元金

不均等の方法をもって年賦又は半年賦

若しくは満期一括で償還する。　　　

ただし、県財政の都合により繰上償還

し、償還期限を短縮し、又は借換えす

ることができる。　　　　　　　　　

償還財源は、事業収入又はその他の収

入をもって支弁する。

計 6,839,000

県　　　　　　　　　債



第５号議案

令和７年度静岡県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和７年度静岡県の母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ571,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。



第１表

（単位：千円）

１ 繰越金 50,000

１ 繰越金 50,000

２ 諸収入 521,000

１ 預金利子 34

２ 貸付金元利収入 512,000

３ 雑入 8,966

571,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 母子父子寡婦福祉資金費 426,800

１ 母子父子寡婦福祉資金貸付 373,700

金

２ 諸費 6,000

３ 一般会計繰出金 47,100

２ 公債費 94,200

１ 公債費 94,200

３ 予備費 50,000

１ 予備費 50,000

571,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



第６号議案

令和７年度静岡県心身障害者扶養共済事業特別会計予算

令和７年度静岡県の心身障害者扶養共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ648,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。



第１表

（単位：千円）

１ 国庫支出金 110,014

１ 国庫補助金 110,014

２ 繰入金 118,757

１ 一般会計繰入金 118,757

３ 繰越金 1

１ 繰越金 1

４ 諸収入 419,228

１ 預金利子 1

２ 雑入 419,227

648,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 扶養共済事業費 647,850

１ 扶養年金費 643,805

２ 諸費 4,045

２ 予備費 150

１ 予備費 150

648,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



第７号議案

令和７年度静岡県国民健康保険事業特別会計予算

令和７年度静岡県の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ307,500,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。



第１表

（単位：千円）

１ 分担金及び負担金 93,077,706

１ 負担金 93,077,706

２ 国庫支出金 78,650,159

１ 国庫負担金 59,176,923

２ 国庫補助金 19,473,236

３ 前期高齢者交付金 108,291,992

１ 前期高齢者交付金 108,291,992

４ 共同事業交付金 720,908

１ 共同事業交付金 720,908

５ 出産育児交付金 8,627

１ 出産育児交付金 8,627

６ 財産収入 35,166

１ 財産運用収入 35,166

７ 繰入金 25,198,808

１ 他会計繰入金 17,392,808

２ 基金繰入金 7,806,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額



８ 繰越金 1,461,454

１ 繰越金 1,461,454

９ 諸収入 55,180

１ 預金利子 35,171

２ 雑入 20,009

307,500,000歳　　入　　合　　計



１ 総務費 8,973

１ 総務管理費 8,222

２ 運営協議会費 751

２ 保険給付費等交付金 246,146,812

１ 保険給付費等交付金 246,146,812

３ 後期高齢者支援金等 45,234,943

１ 後期高齢者支援金等 45,234,943

４ 前期高齢者納付金等 182,617

１ 前期高齢者納付金等 182,617

５ 介護納付金 14,673,782

１ 介護納付金 14,673,782

６ 病床転換支援金等 947

１ 病床転換支援金等 947

７ 共同事業拠出金 721,245

１ 共同事業拠出金 721,245

８ 保健事業費 200,000

１ 保健事業費 200,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額



９ 基金積立金 35,166

１ 基金積立金 35,166

１０ 諸支出金 240,340

１ 償還金及び還付加算金 240,340

１１ 予備費 55,175

１ 予備費 55,175

307,500,000歳　　出　　合　　計



第８号議案

令和７年度静岡県中小企業高度化資金貸付事業等特別会計予算

令和７年度静岡県の中小企業高度化資金貸付事業等特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,437,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（県 債）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により、起こすことができる県債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 県債」による。



第１表

（単位：千円）

１ 繰入金 58,878

１ 一般会計繰入金 58,878

２ 繰越金 951

１ 繰越金 951

３ 諸収入 980,371

１ 預金利子 1

２ 貸付金元利収入 980,019

３ 雑入 351

４ 県債 396,800

１ 県債 396,800

1,437,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 中小企業高度化等事業費 662,353

１ 中小企業高度化資金等貸付 496,000

金

２ 諸費 17,019

３ 一般会計繰出金 149,334

２ 公債費 774,647

１ 公債費 774,647

1,437,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



 第　２　表

起　 債　 の　 目　 的 限 度 額
起 債 の
方　  法

利　率 償　　還　　の　　方　　法

千円

中小企業高度化資金等貸付金 396,800 普通貸借 10.0％ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の

以　内 定める融資条件による。

計 396,800

県　　　　　　　　　債



第９号議案

令和７年度静岡県林業改善資金特別会計予算

令和７年度静岡県の林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ308,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。



第１表

（単位：千円）

１ 繰入金 788

１ 一般会計繰入金 788

２ 繰越金 143,788

１ 繰越金 143,788

３ 諸収入 163,424

１ 預金利子 879

２ 貸付金元利収入 112,543

３ 雑入 50,002

308,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 林業改善資金費 191,066

１ 林業改善資金貸付金 40,000

２ 木材産業等高度化推進資金 100,000

貸付金

３ 諸費 1,045

４ 木材産業等高度化資金借入 50,021

金償還金

２ 予備費 116,934

１ 予備費 116,934

308,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



第10号議案

令和７年度静岡県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和７年度静岡県の沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ196,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。



第１表

（単位：千円）

１ 繰入金 897

１ 一般会計繰入金 897

２ 繰越金 166,012

１ 繰越金 166,012

３ 諸収入 29,091

１ 預金利子 768

２ 貸付金元金収入 28,323

196,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 沿岸漁業改善資金費 51,697

１ 沿岸漁業改善資金貸付金 50,800

２ 諸費 897

２ 予備費 144,303

１ 予備費 144,303

196,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



第11号議案

令和７年度静岡県清水港等港湾整備事業特別会計予算

令和７年度静岡県の清水港等港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,912,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という｡)第214条の規定により、債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（県 債）

第３条 法第230条第１項の規定により、起こすことができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、「第３表 県債」による。



第１表

（単位：千円）

１ 分担金及び負担金 10,000

１ 負担金 10,000

２ 使用料及び手数料 3,037,799

１ 使用料 3,037,799

３ 国庫支出金 10,000

１ 国庫補助金 10,000

４ 財産収入 1,860,364

１ 財産運用収入 300,364

２ 財産売払収入 1,560,000

５ 繰入金 667,000

１ 一般会計繰入金 104,000

２ 基金繰入金 563,000

６ 諸収入 169,837

１ 預金利子 2

２ 貸付金元利収入 24,816

３ 雑入 145,019

７ 県債 4,157,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額



１ 県債 4,157,000

9,912,000歳　　入　　合　　計



１ 港湾事業費 5,908,917

１ 港湾管理費 2,258,917

２ 施設整備費 3,650,000

２ 公債費 3,983,083

１ 公債費 3,983,083

３ 予備費 20,000

１ 予備費 20,000

9,912,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



 第　２　表

1 　港湾施設小規模修繕等業務委 令和 7 年度から 10,000 千円

託契約 令和 8 年度まで 委託予定額 40,000 千円

令和7年度計上予算額 30,000 千円

2 　清水港新興津荷役機械整備事 令和 7 年度から 420,000 千円

業工事契約 令和 8 年度まで 工事予定額 420,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　　　度　　　　　額

( )

( )



 第　３　表

起　 債　 の　 目　 的 限 度 額
起 債 の
方　  法

利　率 償　　還　　の　　方　　法

千円

清 水 港 施 設 整 備 費 2,388,000 普通貸借 10.0％ 政府から借り入れる場合は、その融資

清 水 港 埠 頭 整 備 費 1,106,000 又　　は 以　内 条件により、銀行その他から借り入れ

田 子 の 浦 港 施 設 整 備 費 122,000 証券発行 る場合は、据置期間を含めて30年以内

田 子 の 浦 港 埠 頭 整 備 費 214,000 に元利均等又は元金均等若しくは元金

御 前 崎 港 施 設 整 備 費 124,000 不均等の方法をもって年賦又は半年賦

御 前 崎 港 埠 頭 整 備 費 203,000 若しくは満期一括で償還する。　　　

ただし、県財政の都合により繰上償還

し、償還期限を短縮し、又は借換えす

ることができる。　　　　　　　　　

償還財源は、事業収入又はその他の収

入をもって支弁する。

計 4,157,000

県　　　　　　　　　債



第12号議案

令和７年度静岡県物品調達事務等特別会計予算

令和７年度静岡県の物品調達事務等特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,171,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。



第１表

（単位：千円）

１ 諸収入 2,171,000

１ 諸収入 2,169,902

２ 雑入 1,098

2,171,000

歳　入　歳　出　予　算
歳　　　　入

款 項 金　　　　　額

歳　　入　　合　　計



１ 集中管理費 2,171,000

１ 集中管理費 2,171,000

2,171,000

歳　　　　出

款 項 金　　　　　額

歳　　出　　合　　計



 第　２　表

1 　公用車両取得契約 令和 7 年度から 1,080,000 千円

令和 9 年度まで 取得予定額 1,080,000 千円

令和7年度計上予算額 0 千円

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　　　　　度　　　　　額

( )



第13号議案

令和７年度静岡県工業用水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和７年度静岡県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

１ 総 配 水 量 198,136,976㎥

(ｱ) 柿 田 川 工 業 用 水 道 36,530,624㎥

(ｲ) ふ じ さ ん 工 業 用 水 道 116,347,415㎥

(ｳ) 静 清 工 業 用 水 道 17,300,979㎥

(ｴ) 中 遠 工 業 用 水 道 11,609,344㎥

(ｵ) 西 遠 工 業 用 水 道 10,687,469㎥

(カ) 湖 西 工 業 用 水 道 5,661,145㎥

２ １ 日 平 均 配 水 量 542,841㎥

(ｱ) 柿 田 川 工 業 用 水 道 100,084㎥

(ｲ) ふ じ さ ん 工 業 用 水 道 318,760㎥

(ｳ) 静 清 工 業 用 水 道 47,400㎥

(ｴ) 中 遠 工 業 用 水 道 31,806㎥

(ｵ) 西 遠 工 業 用 水 道 29,281㎥

(カ) 湖 西 工 業 用 水 道 15,510㎥

３ 給 水 工 場 数 331か所

(ｱ) 柿 田 川 工 業 用 水 道 4か所

(ｲ) ふ じ さ ん 工 業 用 水 道 102か所

(ｳ) 静 清 工 業 用 水 道 72か所

(ｴ) 中 遠 工 業 用 水 道 54か所

(ｵ) 西 遠 工 業 用 水 道 75か所

(カ) 湖 西 工 業 用 水 道 24か所

４ 建 設 改 良 事 業 5,177,412千円

(ｱ) 柿 田 川 工 業 用 水 道 104,243千円

(ｲ) ふ じ さ ん 工 業 用 水 道 3,033,882千円

(ｳ) 静 清 工 業 用 水 道 842,137千円

(ｴ) 中 遠 工 業 用 水 道 313,389千円

(ｵ) 西 遠 工 業 用 水 道 758,758千円

(カ) 湖 西 工 業 用 水 道 125,003千円



（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

支 出

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額2,313,791千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額466,195千円、減債積立金39,444

千円、建設改良積立金113,255千円、過年度分損益勘定留保資金1,494,379千円及び当年度分損益勘定留保

資金200,518千円で補塡するものとする｡)｡

収 入

支 出

第１款 工 業 用 水 道 事 業 収 益 5,339,005千円

第１項 営 業 収 益 4,795,511千円

第２項 営 業 外 収 益 440,337千円

第３項 特 別 利 益 103,157千円

第１款 工 業 用 水 道 事 業 費 用 5,278,214千円

第１項 営 業 費 用 5,165,478千円

第２項 営 業 外 費 用 109,736千円

第３項 予 備 費 3,000千円

第１款 資 本 的 収 入 3,859,995千円

第１項 企 業 債 3,637,500千円

第２項 出 資 金 143,000千円

第３項 国 庫 補 助 金 59,900千円

第４項 負 担 金 17,752千円

第５項 固 定 資 産 売 却 代 金 1,843千円

第１款 資 本 的 支 出 6,173,786千円

第１項 建 設 改 良 費 5,177,412千円

第２項 固 定 資 産 取 得 費 19,894千円

第３項 企 業 債 償 還 金 974,980千円

第４項 国 庫 補 助 金 返 還 金 1,500千円



（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

１ 柿田川工業用水道事業設備点

検業務委託契約（配水管路弁類

点検業務委託）

令和７年度から

令和９年度まで

6,600千円

委託予定額 9,900千円

令和７年度計上予算額 3,300千円

２ ふじさん工業用水道事業工事

契約（富士川浄水場１・２号沈

殿池現場操作盤・制御盤改築工

事ほか５件）

令和７年度から

令和８年度まで

507,000千円

工事予定額 527,000千円

令和７年度計上予算額 20,000千円

３ 静清工業用水道事業工事契約

（送水本線布設替工事ほか１件）

令和７年度から

令和９年度まで

951,000千円

工事予定額 1,431,000千円

令和７年度計上予算額 480,000千円

４ 中遠工業用水道事業工事契約

（寺谷取水場№２導水ポンプ設

備改築工事）

令和７年度から

令和８年度まで

78,000千円

工事予定額 78,000千円

令和７年度計上予算額 0千円

５ 西遠工業用水道事業設備点検

業務委託契約（初生浄水場ほか

送水ポンプ設備ほか点検業務委

託）

令和７年度から

令和９年度まで

12,200千円

委託予定額 18,300千円

令和７年度計上予算額 6,100千円

６ 西遠工業用水道事業設計業務

委託契約（中部幹線送水管布設

替基本設計業務委託）

令和７年度から

令和８年度まで

20,000千円

委託予定額 29,000千円

令和７年度計上予算額 9,000千円

７ 西遠工業用水道事業整備維持

契約（初生浄水場中央監視設備

整備維持事業）

令和７年度から

令和19年度まで

779,000千円

整備維持事業予定額 779,000千円

令和７年度計上予算額 0千円

８ 湖西工業用水道事業設備点検

業務委託契約（梅田浄水場電動

弁ほか点検業務委託）

令和７年度から

令和９年度まで

2,600千円

委託予定額 3,700千円

令和７年度計上予算額 1,100千円

９ 湖西工業用水道事業工事契約

（梅田浄水場緩速攪拌機改築工

事）

令和７年度から

令和８年度まで

43,000千円

工事予定額 43,000千円

令和７年度計上予算額 0千円

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(



（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 資本的支出における建設改良費、企業債償還金相互間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経

費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（棚卸資産購入限度額）

第10条 棚卸資産の購入限度額は、32,586千円と定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
起 債 の

方 法
利 率 償 還 の 方 法

千円

柿 田 川 工 業 用 水 道 建 設 費

ふじさん工業用水道建設費

静 清 工 業 用 水 道 建 設 費

中 遠 工 業 用 水 道 建 設 費

西 遠 工 業 用 水 道 建 設 費

湖 西 工 業 用 水 道 建 設 費

80,000

1,701,000

788,000

278,000

717,000

73,500

普通貸借

又 は

証券発行

10.0％

以 内

政府から借り入れる場合は、その融資

条件により、銀行その他から借り入れ

る場合は、据置期間を含めて30年以内

に元利均等又は元金均等若しくは元金

不均等の方法をもって年賦又は半年賦

若しくは満期一括で償還する。

ただし、県財政の都合により繰上償還

し、償還期限を短縮し、又は借換えす

ることができる。

償還財源は、事業収入又はその他の収

入をもって支弁する。

計 3,637,500

(1) 職 員 給 与 費 592,849千円

(2) 交 際 費 100千円



第14号議案

令和７年度静岡県水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和７年度静岡県水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

支 出

１ 総 配 水 量 73,803,000㎥

(ｱ) 駿 豆 水 道 8,577,500㎥

(ｲ) 榛 南 水 道 4,781,500㎥

(ｳ) 遠 州 水 道 60,444,000㎥

２ １ 日 平 均 配 水 量 202,200㎥

(ｱ) 駿 豆 水 道 23,500㎥

(ｲ) 榛 南 水 道 13,100㎥

(ｳ) 遠 州 水 道 165,600㎥

３ 給 水 対 象 数 10市町

(ｱ) 駿 豆 水 道 3市町

(ｲ) 榛 南 水 道 2市

(ｳ) 遠 州 水 道 5市町

４ 建 設 改 良 事 業 5,631,048千円

(ｱ) 駿 豆 水 道 256,188千円

(ｲ) 榛 南 水 道 2,421,174千円

(ｳ) 遠 州 水 道 2,953,686千円

第１款 水 道 事 業 収 益 6,994,900千円

第１項 営 業 収 益 6,516,455千円

第２項 営 業 外 収 益 478,445千円

第１款 水 道 事 業 費 用 6,604,204千円

第１項 営 業 費 用 6,374,288千円

第２項 営 業 外 費 用 226,916千円

第３項 予 備 費 3,000千円



（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額3,895,696千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額291,367千円、建設改良積立金

243,188千円、過年度分損益勘定留保資金2,361,657千円及び当年度分損益勘定留保資金999,484千円で補

塡するものとする｡)｡

収 入

支 出

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

第１款 資 本 的 収 入 2,662,100千円

第１項 企 業 債 190,000千円

第２項 出 資 金 19,000千円

第３項 補 助 金 30,000千円

第４項 補 償 金 11,000千円

第５項 負 担 金 2,412,100千円

第１款 資 本 的 支 出 6,557,796千円

第１項 建 設 改 良 費 5,631,048千円

第２項 固 定 資 産 取 得 費 9,676千円

第３項 企 業 債 償 還 金 912,072千円

第４項 補 助 金 返 還 金 5,000千円

事 項 期 間 限 度 額

１ 駿豆水道用水供給事業設備点

検業務委託契約（五本松ポンプ

場特別高圧受電設備点検業務委

託）

令和７年度から

令和９年度まで

7,224千円

委託予定額 10,836千円

令和７年度計上予算額 3,612千円

２ 駿豆水道用水供給事業設計業

務委託契約（送水本管ほか施設

更新計画策定業務委託）

令和７年度から

令和８年度まで

34,000千円

委託予定額 34,000千円

令和７年度計上予算額 0千円

３ 榛南水道用水供給事業工事契

約（榛南統合連結管整備工事

（新一ノ谷線、御前崎大江線））

令和７年度から

令和８年度まで

1,240,000千円

工事予定額 2,292,000千円

令和７年度計上予算額 1,052,000千円

４ 遠州広域水道用水供給事業工

事契約（於呂浄水場№２沈澱池

ほか機械設備改築工事ほか７件）

令和７年度から

令和８年度まで

988,000千円

工事予定額 988,000千円

令和７年度計上予算額 0千円

)(

)(

)(

)(



（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 資本的支出における建設改良費、企業債償還金相互間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経

費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（棚卸資産購入限度額）

第10条 棚卸資産の購入限度額は、12,181千円と定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
起 債 の

方 法
利 率 償 還 の 方 法

千円

駿 豆 水 道 建 設 費

榛 南 水 道 建 設 費

遠 州 水 道 建 設 費

1,000

18,000

171,000

普通貸借

又 は

証券発行

10.0％

以 内

政府から借り入れる場合は、その融資

条件により、銀行その他から借り入れ

る場合は、据置期間を含めて30年以内

に元利均等又は元金均等若しくは元金

不均等の方法をもって年賦又は半年賦

若しくは満期一括で償還する。

ただし、県財政の都合により繰上償還

し、償還期限を短縮し、又は借換えす

ることができる。

償還財源は、事業収入又はその他の収

入をもって支弁する。

計 190,000

(1) 職 員 給 与 費 725,830千円

(2) 交 際 費 100千円



第15号議案

令和７年度静岡県地域振興整備事業会計予算

（総 則）

第１条 令和７年度静岡県地域振興整備事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

支 出

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める｡

収 入

支 出

１ 開発整備用土地取得 取得面積 54,000㎡

２ 開 発 整 備 開発面積 594,081㎡

３ 開 発 土 地 供 給 供給面積 11,099㎡

第１款 開 発 整 備 事 業 収 益 458,200千円

第１項 営 業 収 益 409,767千円

第２項 営 業 外 収 益 36,433千円

第３項 特 別 利 益 12,000千円

第１款 開 発 整 備 事 業 費 用 562,599千円

第１項 営 業 費 用 498,484千円

第２項 営 業 外 費 用 61,115千円

第３項 予 備 費 3,000千円

第１款 資 本 的 収 入 3,525,800千円

第１項 負 担 金 75,000千円

第２項 牧之原萩間地区事業収入 1,660,800千円

第３項 湖 西 内 山 地 区 事 業 収 入 300,000千円

第４項 藤 枝 内 谷 地 区 事 業 収 入 950,000千円

第５項 新 規 用 地 事 業 収 入 540,000千円

第１款 資 本 的 支 出 2,371,401千円

a第１項 aa 建 設 改 良 費 2,291,401千円

第２項 aa 長泉東野地区事業収入返還金 80,000千円



（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、7,000,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経

費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（重要な資産の取得及び処分）

第８条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

事 項 期 間 限 度 額

１ 牧之原萩間工業用地業務委

託契約（実施設計業務委託）

令和７年度から

令和８年度まで

40,000千円

委託予定額 80,000千円

令和７年度計上予算額 40,000千円

２ 牧之原萩間工業用地工事契

約（基盤造成工事）

令和７年度から

令和14年度まで

13,830,000千円

工事予定額 14,080,000千円

令和７年度計上予算額 250,000千円

３ 藤枝内谷工業団地業務委託

契約（実施設計業務委託）

令和７年度から

令和８年度まで

25,000千円

委託予定額 40,000千円

令和７年度計上予算額 15,000千円

(1) 職 員 給 与 費 182,772千円

(2) 交 際 費 100千円

種 類 名 称 数 量

１ 取得する資産 土 地 開 発 整 備 用 土 地 54,000 ㎡

)(

)(

)(



第16号議案

令和７年度静岡県立静岡がんセンター事業会計予算

（総 則）

第１条 令和７年度静岡県立静岡がんセンター事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、資金不足額の解消に充てるため、企

業債（経営改善推進事業）2,300,000千円を借り入れる。

収 入

支 出

１ 事 業 計 画 (1) 病 床 数 615床

一 般 病 床 615床

(2) 患 者 数

年 間 延 患 者 数 529,272人

外 来 患 者 325,000人

入 院 患 者 204,272人

１ 日 平 均 患 者 数 1,897人

外 来 患 者 1,337人

入 院 患 者 560人

２ 建 設 計 画 (1) 建 設 改 良 工 事 528,399千円

(2) 器械器具及び備品購入 839,375千円

第１款 病 院 事 業 収 益 43,567,960千円

第１項 医 業 収 益 35,501,142千円

第２項 医 業 外 収 益 8,061,818千円

第３項 特 別 利 益 5,000千円

第２款 研 究 所 事 業 収 益 853,465千円

第１項 研 究 所 収 益 853,465千円

第１款 病 院 事 業 費 用 45,974,442千円

第１項 医 業 費 用 44,243,945千円

第２項 医 業 外 費 用 1,725,497千円

第３項 特 別 損 失 5,000千円

第２款 研 究 所 事 業 費 用 964,793千円

第１項 研 究 所 費 用 964,793千円



（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額2,491,880千円は、当年度分損益勘定留保資金2,491,880千円で補填するものとする｡)｡

収 入

支 出

第１款 病 院 資 本 的 収 入 2,518,809千円

第１項 企 業 債 1,200,000千円

第２項 出 資 金 1,200,000千円

第３項 基 金 繰 入 金 4,000千円

第４項 受 託 金 114,809千円

第２款 研 究 所 資 本 的 収 入 253,076千円

第１項 企 業 債 14,000千円

第２項 他 会 計 負 担 金 1,000千円

第３項 受 託 金 33,000千円

第４項 出 資 金 205,076千円

第１款 病 院 資 本 的 支 出 5,010,688千円

第１項 建 設 改 良 費 1,319,774千円

第２項 企 業 債 償 還 金 3,672,990千円

第３項 長 期 貸 付 金 16,800千円

第４項 敷 金 ・ 保 証 金 1,124千円

第２款 研 究 所 資 本 的 支 出 253,077千円

第１項 建 設 改 良 費 48,000千円

第２項 企 業 債 償 還 金 205,077千円



（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における医業費用、医業外費用相互間の流用

(2) 資本的支出における建設改良費、企業債償還金相互間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経

費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（他会計からの補助金）

第９条 収益的支出のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、676,702千円である。

（棚卸資産購入限度額）

第10条 棚卸資産の購入限度額は、20,295,722千円と定める。

（重要な資産の取得）

第11条 重要な資産の取得は次のとおりとする。

種 類 名 称 数 量

取 得 す る 資 産 器械備品 Ｉ Ｖ Ｒ － Ｃ Ｔ １

起 債 の 目 的 限 度 額
起 債 の

方 法
利 率 償 還 の 方 法

千円

静岡がんセンター経営改善推進費

静岡がんセンター医療機器整備費

静 岡 が ん セ ン タ ー 整 備 費

静岡がんセンター研究所整備費

2,300,000

716,000

484,000

14,000

普通貸借

又 は

証券発行

10.0％

以 内

政府から借り入れる場合は、その融資

条件により、銀行その他から借り入れ

る場合は、据置期間を含めて30年以内

に元利均等又は元金均等若しくは元金

不均等の方法をもって年賦又は半年賦

で償還する。

ただし、県財政の都合により繰上償還

し、償還期限を短縮し、又は借換えす

ることができる。

償還財源は、事業収入又はその他の収

入をもって支弁する。

計 3,514,000

(1) 職 員 給 与 費 16,842,598千円



第17号議案

令和７年度静岡県流域下水道事業会計予算

（総 則）

第１条 令和７年度静岡県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

支 出

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額586,703千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,000千円、減債積立金154,394千

円、建設改良積立金30,250千円及び過年度分損益勘定留保資金362,059千円で補塡するものとする｡)。

１ 年 間 総 処 理 水 量 32,692,000㎥

(ｱ) 狩 野 川 東 部 流 域 下 水 道 12,357,000㎥

(ｲ) 狩 野 川 西 部 流 域 下 水 道 20,335,000㎥

２ １ 日 平 均 処 理 水 量 89,567㎥

(ｱ) 狩 野 川 東 部 流 域 下 水 道 33,855㎥

(ｲ) 狩 野 川 西 部 流 域 下 水 道 55,712㎥

３ 流 域 関 連 市 町 数 ８市町

(ｱ) 狩 野 川 東 部 流 域 下 水 道 ３市町

(ｲ) 狩 野 川 西 部 流 域 下 水 道 ５市町

４ 建 設 改 良 事 業 2,158,000千円

(ｱ) 狩 野 川 東 部 流 域 下 水 道 1,005,000千円

(ｲ) 狩 野 川 西 部 流 域 下 水 道 1,153,000千円

第１款 流 域 下 水 道 事 業 収 益 5,322,352千円

第１項 営 業 収 益 3,100,813千円

第２項 営 業 外 収 益 2,221,539千円

第１款 流 域 下 水 道 事 業 費 用 5,322,547千円

第１項 営 業 費 用 5,107,162千円

第２項 営 業 外 費 用 212,385千円

第３項 予 備 費 3,000千円



収 入

支 出

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

第１款 資 本 的 収 入 2,127,750千円

第１項 企 業 債 524,000千円

第２項 国 庫 補 助 金 1,104,000千円

第３項 負 担 金 499,750千円

第１款 資 本 的 支 出 2,714,453千円

第１項 建 設 改 良 費 2,158,000千円

第２項 固 定 資 産 取 得 費 3,288千円

第３項 企 業 債 償 還 金 553,165千円

事 項 期 間 限 度 額

１ 流域下水道事業下水汚泥処

理業務委託契約（狩野川東部

流域下水道ほか１件）

令和７年度から

令和８年度まで

692,000千円

委託予定額 692,000千円

令和７年度計上予算額 0千円

２ 流域下水道事業道路管理業

務委託契約（狩野川東部流域

下水道ほか１件）

令和７年度から

令和８年度まで

5,000千円

委託予定額 16,000千円

令和７年度計上予算額 11,000千円

３ 流域下水道事業設備整備工

事契約（狩野川東部流域下水

道ほか１件）

令和７年度から

令和８年度まで

6,000千円

工事予定額 23,000千円

令和７年度計上予算額 17,000千円

４ 流域下水道事業工事契約

（狩野川東部流域下水道ほか

１件）

令和７年度から

令和８年度まで

1,521,000千円

工事予定額 2,266,000千円

令和７年度計上予算額 745,000千円

)(

)(

)(

)(



（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、2,000,000 千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的収支における営業費用、営業外費用相互間の流用

(2) 資本的支出における建設改良費、企業債償還金相互間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経

費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（他会計からの補助金）

第10条 収益的支出のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、9,801千円である。

起 債 の 目 的 限 度 額
起 債 の

方 法
利 率 償 還 の 方 法

千円

狩野川東部流域下水道建設費

狩野川西部流域下水道建設費

233,000

291,000

普通貸借

又 は

証券発行

10.0％

以 内

政府から借り入れる場合は、その融資

条件により、銀行その他から借り入れ

る場合は、据置期間を含めて 30 年以

内に元利均等又は元金均等若しくは元

金不均等の方法をもって年賦又は半年

賦若しくは満期一括で償還する。

ただし、県財政の都合により繰上償還

し、償還期限を短縮し、又は借換えす

ることができる。

償還財源は、事業収入又はその他の収

入をもって支弁する。

計 524,000

(1) 職 員 給 与 費 197,381千円


